
令和６年３月29日　金曜日� 号　外（７）長 崎 県 公 報

─ 1 ─

毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

〇衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則� 福 祉 保 健 課

　衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和６年３月29日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第20号の２

　　　衛生事務に関する権限委任規則の一部を改正する規則

　衛生事務に関する権限委任規則（昭和26年長崎県規則第30号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

第�１条　県立保健所長に知事の権限に属する次の事務を委任

する。ただし、第93号から第97号までに掲げる事務につい

ては五島保健所長に限る。

　～　略

　�　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号。以下この条において「感

染症法」という。）第12条第１項（同条第10項において

準用する場合を含む。）及び第８項の規定による医師の

届出の受理に関すること。

　�　感染症法第13条第１項及び第２項（同条第７項におい

て準用する場合を含む。）の規定による獣医師等の届出

の受理に関すること。

　�　感染症法第14条第２項及び第８項の規定による指定届

出機関等の患者等の届出の受理に関すること。

　�　感染症法第14条の２第２項の規定による指定提出機関

の患者等の検体の受理に関すること。

　�　感染症法第15条第１項及び第３項の規定による患者等

への質問及び調査に関すること。

　�の２　感染症法第16条の３第１項及び第３項、第44条の

11第１項及び第３項の規定による検体採取の勧告及び措

置に関すること。

　�の３　感染症法第16条の３第５項及び第６項（同法第23

条、第44条の11第９項、第45条第３項及び第49条におい

て準用する場合を含む。）の規定による勧告又は措置に

係る書面による通知又は交付に関すること。

　�　感染症法第17条第１項及び第２項並びに第45条第１項

第�１条　県立保健所長に知事の権限に属する次の事務を委任

する。ただし、第93号から第97号までに掲げる事務につい

ては五島保健所長に限る。

　～　略

　�　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号。以下この条において「感

染症予防法」という。）第12条第１項（同条第８項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による医師の届出の

受理に関すること。

　�　感染症予防法第13条第１項（同条第７項において準用

する場合を含む。）の規定による獣医師の届出の受理に

関すること。

　�　感染症予防法第14条第２項の規定による指定届出機関

の患者等の届出の受理に関すること。

　�　感染症予防法第15条第１項及び第３項の規定による患

者等への質問及び調査に関すること。

　�の２　感染症予防法第16条の３第１項及び第３項の規定

による検体採取の勧告及び措置に関すること。

　�の３　感染症予防法第16条の３第５項及び第６項（同法

第23条、第45条第３項及び第49条において準用する場合

を含む。）の規定による検体採取の勧告又は措置に係る

通知及び書面の交付に関すること。

　�　感染症予防法第17条第１項及び第２項並びに第45条第

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則
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　　�及び第２項の規定による健康診断の勧告及び措置に関す

ること。

　�　感染症法第18条第１項の規定による就業制限の通知に

関すること。

　�　感染症法第18条第４項の規定による患者等の確認に関

すること。

　�の２　感染症法第18条第５項及び第６項、第19条第７

項、第20条第５項並びに第37条の２第３項の規定に基づ

く協議会への意見聴取又は報告に関すること。

　�　感染症法第19条第１項、第２項、第３項及び第５項

（同法第26条において準用する場合を含む。）の規定に

よる入院の勧告及び措置に関すること。

　�　感染症法第20条第１項、第２項及び第３項（同法第

26条において準用する場合を含む。）並びに第46条第１

項、第２項及び第３項の規定による入院の勧告及び措置

に関すること。

　�　感染症法第20条第４項（同法第26条において準用する

場合を含む。）及び第46条第４項の規定による入院期間

の延長の措置に関すること。

　�の２　感染症法第20条第６項及び第８項（同法第26条に

おいて準用する場合を含む。）、法第46条第５項及び第７

項の規定による意見を述べる機会の付与及び事実の通知

並びに聴取書の受理に関すること。

　�　感染症法第21条（同法第26条において準用する場合を

含む。）及び第47条の規定による患者等の移送に関する

こと。

　�　感染症法第22条（同法第26条において準用する場合を

含む。）及び第48条の規定による退院に関すること。

　�の２　感染症法第24条の２第２項及び第３項（同法第49

条の２において準用する場合を含む。）の苦情の聴取及

び処理の結果の通知に関すること。

　�　感染症法第27条第１項及び第２項の規定による消毒の

命令及び指示に関すること。

　�　感染症法第28条第１項及び第２項の規定によるねずみ

族、昆虫等が存在する区域の指定並びにねずみ族、昆虫

等の駆除の命令及び指示に関すること。

　�　感染症法第29条第１項及び第２項の規定による物件の

移動の制限等の措置及び指示に関すること。

　�　感染症法第30条第１項の規定による死体の移動の制限

又は禁止及び同条第２項ただし書の規定による死体の埋

葬の許可に関すること。

　�　感染症法第31条第１項の規定による水の使用又は給水

の制限又は禁止の命令及び同条第２項の規定による市町

への指示に関すること。

　�　感染症法第32条第１項の規定による建物への立入りの

制限又は禁止及び同条第２項の規定による建物の封鎖等

の措置に関すること。

　�　感染症法第35条第１項の規定による立入質問及び調査

　　�１項及び第２項の規定による健康診断の勧告及び措置に

関すること。

　�　感染症予防法第17条第３項及び第４項（同法第23条、

第45条第３項及び第49条において準用する場合を含

む。）の規定による健康診断の勧告又は措置に係る通知

及び書面の交付に関すること。

　�　感染症予防法第18条第１項の規定による就業制限の通

知に関すること。

　�　感染症予防法第18条第４項の規定による患者等の確認

に関すること。

　�の２　感染症予防法第18条第５項及び第６項、第19条第

７条、第20条第５項並びに第37条の２第３項の規定に基

づく協議会への意見聴取又は報告に関すること。

　�　感染症予防法第19条第１項、第２項、第３項及び第５

条（同法第26条において準用する場合を含む。）並びに

第46条第１項、第２項及び第３項の規定による入院の勧

告及び措置に関すること。

　�　感染症予防法第20条第１項、第２項及び第３項（同法

第26条において準用する場合を含む。）の規定による入

院の勧告及び措置に関すること。

　�　感染症予防法第20条第４項（同法第26条において準用

する場合を含む。）及び第46条第４項の規定による入院

期間の延長の措置に関すること。

　�　感染症予防法第21条（同法第26条において準用する場

合を含む。）及び第47条の規定による患者等の移送に関

すること。

　�　感染症予防法第22条第１項、第２項及び第４項（同法

第26条において準用する場合を含む。）並びに第48条第

１項及び第４項の規定による退院の措置、通知の受理及

び確認に関すること。

　�　感染症予防法第27条第１項及び第２項の規定による消

毒の命令及び指示に関すること。

　�　感染症予防法第28条第１項及び第２項の規定によるね

ずみ族、昆虫等が存在する区域の指定並びにねずみ族、

昆虫等の駆除の命令及び指示に関すること。

　�　感染症予防法第29条第１項及び第２項の規定による物

件の移動の制限等の措置に関すること。

　�　感染症予防法第30条第１項の規定による死体の移動の

制限又は禁止及び同条第２項ただし書の規定による死体

の埋葬の許可に関すること。

　�　感染症予防法第31条第１項の規定による水の使用又は

給水の制限又は禁止の命令及び同条第２項の規定による

市町村への指示に関すること。

　�　感染症予防法第32条第１項の規定による建物への立入

りの制限又は禁止及び同条第２項の規定による建物の封

鎖等の措置に関すること。

　�　感染症予防法第35条第１項の規定による立入質問及び
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　　に関すること。

　�　感染症法第36条第１項及び第２項の規定による名あて

人又は保護者への通知及び書面の交付に関すること。

　�　感染症法第36条第４項の規定による措置の実施の掲示

に関すること。

　�　感染症法第37条の規定による入院患者に対する医療費

公費負担に関する事務の実施に関すること。

　�　感染症法第37条の２の結核患者に対する医療費公費負

担に関する事務の実施に関すること。

　�の２　感染症法第44条の３第１項及び第２項の規定によ

る感染を防止するための協力に関すること。

　�の３　感染症法第44条の３の２第２項、第44条の３の３

第２項、第50条の３第２項及び第50条の４第２項に規定

する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新

感染症外出自粛対象者の医療に要する費用の申請の受理

に関すること。

　�の４　感染症法第44条の３の６及び第50条の７の規定に

よる退院又は死亡に関する届出の受理に関すること。

　�の５　感染症法第44条の９第１項により準用する指定感

染症の担当事務に関すること。

　�の６　感染症法第50条第１項から第６項により準用する

新感染症に係る措置等に関すること。

　�　感染症法第50条の２第１項及び第２項の規定による感

染を防止するための協力に関すること。

　～　略

　�　旅館業法第３条の２、第３条の３及び第３条の４の規

定による営業者の地位の承継の承認に関すること。

　～�151�の51　略

　（大麻草の栽培の規制に関する法律関係）

�151�の52　大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和23年法律

第124号）第５条第１項の規定による大麻草採取栽培者

の免許の申請の受理に関すること。

�151�の53　大麻草の栽培の規制に関する法律第６条第３項、

第７条第３項から第５項、第12条、第12条の２第１項、

第12条の４第１項及び第３項並びに第12条の５第２項の

規定による申請、届出及び返納の受理に関すること。

�151�の54　大麻草の栽培の規制に関する法律第９条の規定に

よる報告の受理に関すること。

　�151�の55～�176�　略

　　調査に関すること。

　�　感染症予防法第36条第１項及び第２項（同法第50条第

３項において準用する場合を含む。）の規定による名あ

て人又は保護者への通知及び書面の交付に関すること。

　�　感染症予防法第36条第３項（同法第50条第４項におい

て準用する場合を含む。）の規定による措置の実施の掲

示に関すること。

　�　感染症予防法第37条の規定による入院患者に対する医

療費公費負担に関する事務の実施に関すること。

　�　感染症予防法第37条の２の結核患者に対する医療費公

費負担に関する事務の実施に関すること。

　�の２　感染症予防法第44条の３第１項及び第２項の規定

による感染を防止するための協力に関すること。

　�の３　感染症予防法第50条の２第１項及び第２項の規定

による感染を防止するための協力に関すること。

　�　感染症予防法第50条第１項の規定による新感染症に係

る消毒等の措置の実施に関すること。

　～　略

　�　旅館業法第３条の２及び第３条の３の規定による営業

者の合併及び死亡に係る地位の承継の承認に関するこ

と。

　～�151�の51　略

　（大麻取締法関係）

�151�の52　大麻取締法（昭和23年法律第124号）第５条第１

項の規定による大麻取扱者の免許の申請の受理に関する

こと。

�151�の53　大麻取締法第10条第１項、第２項及び第５項から

第７項までの規定による申請、届出及び返納の受理に関

すること。

�151�の54　大麻取締法第15条及び第17条の規定による報告の

受理に関すること。

　�151�の55～�176�　略

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条第151号の52から第151号の54までの改正規定

は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号）の公布の日から起算

して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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